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中国電力株式会社 

島根原子力発電所２号機 原子炉補機海水ポンプ長尺化工事の対応について 

１．はじめに 

島根原子力発電所２号機の原子炉補機海水ポンプ（以下、「RSWポンプ」という）につ

いては、津波（引き波）対策を目的にポンプの長尺化を計画し、新規制基準施行前に工

事計画認可手続きを行い（2013年 4月 16日認可申請、同年 7月１日認可、以下、「既認

可」という）ポンプ製作等を進めているが、現状、現地工事には着手していない状況に

ある。 

一方、新規制基準対応として実施している波及的影響対策の一環として、取水槽ポン

プ棚（以下、「ポンプ棚」という）の撤去工事（以下、「波及的影響対策工事」という）

を計画しており、既認可ではポンプ棚から中間サポートを設置する計画としていたた

め、中間サポートが存在しない状態での耐震評価を行い、既認可で設置予定としていた

下端サポートのみで耐震性が成立することを確認している。 

既認可の RSWポンプ長尺化工事に加えて、波及的影響対策工事に伴いポンプ棚が撤去

となること、また、中間サポートの設置を取りやめることから、必要な手続き等につい

て整理した。 

２．設工認の扱いについて 

既認可の工事範囲に加えて、波及的影響対策工事を実施することになるが、要目表に

変更はなく、添付書類である「耐震性に関する説明書」および「構造図」への反映のみ

であることから、設工認の手続き（認可/届出）を必要としない工事であると判断して

いる。 

また、波及的影響対策工事（ポンプ棚撤去）およびポンプ棚撤去に伴う中間サポート

の取りやめは、実用炉規則別表第二の対象設備でなく、別表第一の工事に該当しないた

め、設工認の手続き（認可／届出）を必要としない工事であると判断している。 

３．使用前検査等の扱いについて 

既認可の RSWポンプ長尺化工事および波及的影響対策工事については、２．項のとお

り設工認の変更手続きが発生しないため、新規制基準に係る設工認の認可時期に関わら

ず工事を実施し、既認可に係る使用前検査および新規制基準に係る使用前事業者検査の

扱いについては以下のとおりとする。 

 RSWポンプ長尺化工事については、ポンプ棚撤去および中間サポートの設置取りやめ

を反映した図面を用いて、使用前検査を受検する。

 新規制基準に係る工事（波及的影響対策工事等）については、第 6回補正にて RSWポ

ンプに係る設工認の添付書類を提出（2022年 10月 31日提出済）しており、設工認の

認可後に当該工事範囲について使用前事業者検査を実施し、技術基準適合性の確認を

行う。 
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４．使用前検査申請について 

上記の整理結果を踏まえ、RSWポンプ長尺化工事に係る使用前検査は、新規制基準に

係る使用前事業者検査に合わせて、新規制基準に係る設工認の認可後に実施することと

し、実施時期が明確になった段階で使用前検査申請を行う。 

 

５．添付資料 

（１）島根原子力発電所２号機 RSWポンプ長尺化工事に係る工事計画認可申請書抜粋 

（２）工事概要図 

 

以 上 
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島根原子力発電所２号機RSWポンプ長尺化工事に係る工事計画認可申請書抜粋
（２０１３年４月１６日申請／７月１日認可）　　　　

　添付資料（１）

本資料のうち、枠囲みの
内容は機密に係る事項の
ため公開できません。
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